
平成 20 年度多文化共生社会づくり推進事業報告書 

 

１ 事業の概要 

 (1) 事業名 「外国籍女性の自立支援ワークショップ（ＤＶ被害者対応を重点に）」 

 (2) 事業の目的・概要 

①外国籍の女性が集って語り合う「井戸端会議」の開催により、外国籍の女性が

抱えている問題を顕在化させ、そのうえで、官民の外国籍女性支援関係者によ

る情報共有の場を設け、官民協働連携によるＤＶ被害女性を始めとする外国籍

女性への支援を充実させていくこと。 

②外国籍女性支援関連諸機関の「語学サポーター」に対する理解を深めるととも

に、ワークショップにおいて、現在語学サポーターとして活動する外国人県民

（ＦＭＣメンバー）を紹介することにより、外国人県民による同国人への支援

における語学サポーターと外国籍女性支援関連諸機関との具体的連携を可能に

し、円滑にさせること。 

③ニュースレター等により井戸端会議及びワークショップの開催結果を広報する

ことにより、外国籍ＤＶ被害者支援への理解を広めること。 

 

(3) 受託団体の概要 

かけこみ女性センターあいち（略称：かけこみあいち）は 1996年東海地区初の民間シ

ェルターとして発足。DV 被害女性への支援として、緊急一時避難所（シェルター）の

運営、電話による相談受付、DV 啓発のための学習会講演会開催などをしている団

体。DV 被害女性が暴力と無縁の生活を送ることができるようになるために、相談から

保護、生活再建までのトータルな支援をしている。発足以来日本人被害女性への支

援が多かったが、2003年ごろより外国籍女性への支援も増えてきた。フィリピン、中国、

タイ、ペルー、ボリビアなどの方をシェルターに受け入れ、フィリピン女性からの相談も

増えている。特に、外国籍ケースにおいてはFMC との連携による対応がもっとも多い

といえる。 

    FMC（フィリピノ・マイグランツ・センター）今回協力いただいた団体。名古屋在のフィリ

ピン籍女性によるフィリピン女性支援をしている民間団体で、バージ石原さんを始め

FMC のスタッフはほとんどがフィリピン籍女性である。今回の事業実施については、

外国籍女性による『井戸端会議』およびその後のワークショップにおいても一緒に関

わってもらっている。 

 

２ 事業の実施状況 

井戸端会議 

（１）実施期間：2008 年 7 月 19 日 20 日 21 日 

（２）実施場所：名古屋市内母子生活支援施設（五条荘、にじが丘荘） 

（３）参加者：施設利用の外国籍女性 11 名 



   内訳（フィリピン 7名、韓国 1名、中国 2名、タイ 1名 ）  

  ※ＤＶ被害者がほとんどであったが、中には中国残留孤児の夫ともに来日と

いう女性もいた。 

（４）実施体制 

  ●施設への依頼文書送付 

 2 施設の施設長に対して事業目的を記載し入所者への生活実態を知るための聴 

き取り許可の依頼文を出し、その後内容を日本語と英語で用意したものを施設 

宛にファクスした。職員の方が対象者にわかる範囲で事前に説明をしておいて 

くれた。 

  ●『井戸端会議』という名目だったが・・・ 

 同国の人に集まってもらい、用意したお茶とお菓子をつまみながら、リラック 

スしていただき、まさに井戸端会議的に話をしてもらえればよいと考えていた 

のだが、施設職員から関係性の良し悪しがあるので、個々人で聞くほうが良い 

場合もある」とアドバイスを受けた。 

井戸端会議といっても、勝手に話をしてもらうのでなく、事前に用意しておい 

た項目にしたがって質問し、答えていただくという方法をとった。 

  ●通訳対応 

フィリピンの方のために、ＦＭＣに通訳を依頼。韓国、中国、タイのは通訳対

応をしなかったが、いずれも日本語での会話となった。 

  ●シッター対応  

   シッターをつけたことで、集中して話を聞くことができた。 

  ●質問項目 

   外国籍女性が自立していく過程でどのような困難さを抱えているのかについて

具体的に明らかにするために、以下の質問項目について答えてもらった。 

   ①年齢層②来日のきっかけ③同伴児④結婚⑤施設入所にいたるまでの経緯⑥現

在の生活全般⑦困っていること⑧将来について 

●聞き取りの結果は、関係機関によるワークショップ配布資料参照 

   聞取り調査のまとめ 

① 就労における言葉のハンディ（特に読み、書きで）によって、職種が狭められ

る。自国で、自国では大学を出たのに、日本ではそれに見あう就労先がない。

また、職場で、外国人に対する偏見、差別がある。 

② 子育てをしながらの就労の難しさ。支援施設にいることで、施設の職員からの

支援やアドバイスが得られるが、今後、自立してからの不安が大きい。 

③ 将来への不安が大きい。職員の協力や施設内での人間関係が安定していれば、

不安は緩和されることもあるが、子どもの教育の問題などは深刻。すでに子ど

もが不登校となっている人も。母親の言葉のハンディで子どもの宿題を見てや



れない。自国との教育制度の違いから、戸惑うことが多い。高校進学、大学進

学と子どもへの期待は大きいが、経済的に実現が阻まれている。施設を出た後

の問題。にじが丘荘の方が全般的に利用期間が長い印象を受けた。 

④ １１人全員が日本での子育て、永住を希望。自国では生活が成り立たず日本に

来たが、自国にはいまだに、仕送りを待っている人が多い。 

「施設を出て落ち着いたら、自分で焼き鳥屋をやりたい。」と起業の夢をかたっ 

てくれた人がいた。ＤＶ被害を受けて、かけこみあいちが支援にあたった人で、 

相談を受けた当初の憔悴しきった姿を思い浮かべながら、エールをおくった。 

 

関係機関によるワークショップ 

（１）実施期間：11 月 6 日（水）13 時～17 時  

（２）ウイルあいち会議室にて開催 

（３）参加機関 名古屋入国管理局総務課、愛知県女性相談センター、財団法人あい

ち男女共同参画財団、愛知県国際交流協会多文化ソーシャルワーカー、田原市

福祉部児童課、知立市企画部市民協働課、財団法人三好町国際交流協会、北名

古屋市福祉部児童グループ、とよた男女共同参画センター、名古屋市子ども青

少年局子ども育成部、名古屋市男女共同参画センター、名古屋市国際センター

広報情報課、名古屋市各区役所民生子ども係女性福祉相談員 14 名、名古屋市母

子生活支援施設五条荘職員、同にじが丘荘職員、弁護士、行政書士 

（４）実施体制 

  ●アンケート送付 

10 月上旬愛知県内市町村ＤＶ担当窓口（※）にアンケートを送付。外国籍支援

の実態を探るべく、窓口での対応がどうなっているのか、通訳対応の有無や支

援現場において困っていることや今後必要とされることなどをあげてもらう内

容とした。名古屋市内各区役所には、県内市町村窓口とは別に名古屋国際セン

ター（ＮＩＣ）における外国籍支援体制、主にトリオフォンについてのアンケ

ートもお願いした。これは、外国籍支援においてトリオフォンがどのように役

立っているのかについて利用状況を知ること、通訳ボランティア活用状況につ

いて知るためである。 

※送付先 愛知県女性相談センター、財団法人あいち男女共同参画財団、名古

屋市配偶者暴力相談支援センター、母子生活支援施設、名古屋市男女平等参

画推進センター、名古屋市課各区役所民生子ども課、愛知県内各市町村ＤＶ

担当窓口。 

  ●アンケート結果について 

回収率：99 通中 66 通の回答（6割強） 

県の委託事業であることが幸いしてか回収率はよいほうだと思う。 

   外国籍対応の実態：春日井市を筆頭に豊橋、豊田、一宮、稲沢、西尾など。名



古屋市内では中区に集中。外国籍登録数の多い地域ではやはり相談も多いとい

える。 

   国籍でいえば、フィリピンが多いのだが、通訳対応となると、ポルトガル語通

訳を配置している市が多く、タガログ語の通訳対応ができる窓口はひとつもな

い。だからこそなのか、タガログ語対応ができるということで、外国籍支援の

民間団体ＦＭＣや春日井のＫＡＳＡＰＩなどとの連携があげられている。 

   対応の不十分さについては、意思の疎通が図れていない、当事者が十分理解で

きていない、理解度が不明などが多く、やはり言語対応が十分にされないこと

による結果だと思われる内容が多い。言語対応以外では、外国籍特有の在留資

格についての情報が無い、他国の離婚についての情報が無い、オーバーステイ

状態で公的福祉支援が受けられない、就労住まい探しの困難さなどが挙げられ

ている。 

 

  ●ＦＭＣによる活動紹介および支援現場での問題点 

   ＦＭＣはすでにフィリピン籍女性のためのサポートをしていて、かけこみあい

ちが 07 年度県の委託事業で実施した通訳養成の際にも協力してくれている。単

なる通訳対応に限定されず、実際に役所への同行支援など『語学サポーター』

としてすでに活躍されている彼女たちに現場で抱える困難さなどについて話を

してもらった。 

 

  バージさん 

   ＦＭＣが活動をはじめて８年目。スタッフが「救急車」となってケースをこな

してきた。支援者が同行せず、当事者が一人で役所に、ＤＶの相談や手続きに

行っても、追い返されることが多い。それが「門前払い」いうと聞いたが、FMC

のスタッフや日本人のボランティアが力をつけ、付き添うことで対応が変わっ

てきた。また、日本人の民間団体との連携が取れるようになってきた。 

 

  ロサーナさん 

   行政窓口に同行し、外国籍被害女性が公的保護対応をされた以降どういう対応

をされているのかその後の情報が自分たちにまったく入ってこない。保護所で

孤立感を感じていたとしても、外部への連絡ができずに困っているのではない

かと不安に感じることが多々ある。 

 

●入国管理局としてＤＶ事案へのかかわり（名古屋入国管理局総務課） 

 平成 20 年 7 月 10 日付け通達文書の説明と、現状報告。通達文書にあるように

名古屋入国管理局でも総務課にＤＶ対策事務局を置き、ＤＶ事案の窓口として

機能している。違反審査において「なんで日本で子どもを産んだ」など心無い

言葉かけをすることもあると聞いているが、入管対応の現場サイドでの問題が



なかなかあがってこないので、ＤＶ事案については総務課にまず電話をしてほ

しい。在留資格取得や更新において今まで保証人となっていた夫が身元保証人

になってくれないので困っている場合や、申請時の書類が足りない場合でも不

許可とせず審査のみはできるので、その場合も連絡をしてほしい。 

●外国籍支援における行政書士の役割（行政書士 市野光信さん） 

 行政書士依頼をするとどういうメリットがあるのかについて具体的に説明がさ

れた。友人や知人からの誤情報にまどわされないようにするためには、専門家

としての行政書士への相談をすることが重要である。行政書士の集まりである

ＩＰＡＡの無料相談についての情報提供がされた。 

  

●法的支援現場からの問題提起（弁護士 可児康則さん） 

 外国籍支援においてまず必要なのが初期の段階からの通訳対応。そのうえで、

必要なのは精神的なフォローであり、法的な知識であり、ときにはｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ対

応も求められる。それらすべてを併せ持つ支援者が必要である。 

 

●外国籍支援における先進的取り組み－春日井市の外国籍ＤＶ被害者支援現場 

 春日井市では男女共同参画室がＤＶ専門相談員を配置したことからＤＶ被害者

相談件数が増加。外国籍支援においては、ＫＡＳＡＰＩという主にフィリピン

籍女性支援の民間団体に通訳業務を委託する事業を開始した。現状においては

実績件数がまだないとのことであるが、民間団体に通訳を委託する事業を始め

たのは県内市町村においても初の試みである。 

 

●その他参加者からの発言 

・母子生活支援施設における支援－語学対応についてはＱＱネットや県や市が出

している生活便利帳、インターネットによる翻訳システムの利用など駆使して

いる。 

・ＮＩＣ（名古屋国際センター）相談者、通訳、相談員の三者によるトリオフォ

ン自体は、ＤＶ被害者からの相談対応というよりも日常生活で困っていること

への相談対応として機能するためのものである。ＤＶにそれほど詳しくないス

タッフによる対応となってしまうのは仕方ないともいえる。 

・名古屋市区役所民生子ども係女性福祉相談員-外国人のメッカといわれるほど集

中している。今はロシア人のケースで苦戦している。ウガンダ、ベネズエラ、

ロシアなど国籍はさまざま。若いフィリピン籍女性に、30 歳以上も年の離れて

いる日本人男性と結婚したことについて聞くと「愛は練習だから」という答え

が返ってきた。 

・豊田市 人口 42 万人のうち 16800 人（４％）が外国人。女性のＤＶ相談で男女

共同参画センターに寄せられるものは年間 10 件ほどである。 

・知立市 7 万人の人口。利中断地は今や住人の大半がﾌﾞﾗｼﾞﾙ人。団地内の保育



園も 6割の園児が外国籍。 

・三好町国際交流協会 2000 人の外国籍町民がいる。2008 年 4 月に外国人の相談

窓口を開設。日本語教室に行きたいなどの相談がある。 

 

井戸端会議およびワークショップ開催結果の広報 

・今回の事業について、母子生活支援施設での聞き取り、ワークショップ開催結果、

8 月のフィリピン視察旅行の報告として、かけこみあいちニュースレター№35、

36 で取り上げている。かけこみあいちのニュースレターは、愛知県、名古屋市

の行政機関にも送付しており、支援現場である愛知県女性相談センターや名古屋

市各区役所の民生子ども係女性福祉相談員の手元にも届くようになっている。 

 

３ 事業の実施による効果 

・ 井戸端会議では、とりわけ、7人のフィリピン籍の女性たちにとっては、顔見

知りの人が多く、雰囲気が和み、また日本人の通訳に加えて、さらに支援団体

の同胞のスタッフが同席したことで、言葉でのギャップを埋めることができた。 

・ 事業全体にＦＭＣのスタッフ（女性２人）が打合せを含め参加してくれ、事業

のパートナーとしてのつながりを深めることができた。 

・ 委託事業の本来の目的からはそれるが、外国人、日本人共通の課題として、と

りわけ夫を持ち、子育て中の女性たちは、社会参加することに大きな弊害があ

る。仕事、社会的な活動、そして家事、育児などを両立させることは並大抵な

ことではない。とりわけて、今回のパートナーであるＦＭＣのスタッフたちは、

日本という異国で、外国人のパートナーをもち、話しあいを重ねながら活動に

参加することを自ら選び取って日々努力をしている。今後共通の課題で連携し

ていくときも、支援者同士、国籍、文化、信条などを超えたところで、お互い

がエンパワーしあうことが可能だと確認できた。 

・ ワークショップには、名古屋入国管理局をはじめとして、愛知県内、名古屋市

内の外国籍ＤＶ被害者支援に関わる多数の関係諸機関が参加してくださり、支

援についての意見交換および情報交換ができた。今まで一堂に会することのな

い機関が場の共有をすることで、情報の共有を図ることができ、参加者たちは、

日常の支援に役立つ情報を持ち帰ることができたと思う。当日配布資料には、

そのまま活用できるようにと 08 年度の通訳養成講座で資料として入手した神

奈川県作成のタガログ語によるＤＶチェックリストもいれた。 

 

４ 事業の実施に要した経費 



人件費 314,000 円 

    ワークショップ講師謝金、団体スタッフ進行役人件費 

    保育者費用、井戸端会議、ワークショップ担当人件費 

    事前打ち合わせ費用 

    アンケート集計および資料印刷作業人件費 

旅費 47,000 円 

    市内 1 回 1000 円 市外 1 回 2000 円として計算 

通信費 15,000 円 

    300 円/回×20＝6000 円 電話代、事前打ち合わせなど（※固定電話および携

帯使用） 

    送料（アンケート発送） 90 円×100 通＝9,000 円 

使用料 15,000 円 

    会場費および会場設営費 

需用費 14,079 円 

    アンケートおよび当日配布資料作成費 紙代、製版代 

茶菓代（井戸端会議開催時のお茶とお菓子） 

    消耗品費（録音テープ、電池、封筒など） 

業務管理費 62,111 円 

   合計 476,190 円 

 

５．事業の継続・発展の見通し、今後の課題等 

（１）外国籍女性たちの居場所作りと継続支援の必要性 

今回２施設においての生活実態調査から、同国であれば一緒に集い、語りあう

場＝井戸端会議設定は可能でない場合もあることがわかったが、それでも互い

の状況を知り、抱える問題について語り合う場が必要なのではないかと思った。 

また、母子生活支援施設における職員のきめ細かな対応があればこそだと思う

が、施設退所により、相談できる職員がいるという安心感がなくなってしまう

という不安の声も聞いた。今後の課題としては、施設内がよいのか他の場所が

よいのか要検討ではあるが外国籍女性たちが生活再建過程で抱えた問題を語り

合える居場所づくりの必要性と、施設退所後地域で孤立してしまわないための

継続支援の必要性がある。この課題については、すでに語学サポーターとして

活動されているＦＭＣとかけこみあいちが協働連携して対応を検討していきた

い。また、今回の聞き取りは施設利用者に限られたが、地域に移り住んでいる

外国籍の方、施設退所後の居所、たとえば民間アパートなどに移り住んで以降

の家庭訪問による見守り支援などが今後求められるのではないかと思う。 

（２）現状把握のための外国籍支援関係者による定期的な意見交換の場設定。県が策

定したＤＶ被害者のための基本計画にも意見交換の場設定の必要性については

記載があり、支援の質を向上させていくためには必要なことと考える。できれ



ば県に対して開催を働きかけていきたい。 

（３）（２）にも関連するが、今回アンケートをとり、外国籍支援のための情報を求め

ている担当窓口が多いことがわかった。在留資格や国籍法など法的なことから

言葉の問題も含め生活全般での対応スキルなど、外国籍支援には多種多様な情

報が必要とされる。よりよい支援を行うためには、たとえば県内市町村で独自

の方法で支援をしている好事例があれば、そういった情報を共有し、支援の底

上げを図ることができると思う。ＤＶ支援でいえば、配偶者からの暴力相談支

援センターのように、できれば愛知県において、支援のための情報の受発信機

能を持つ部署ができるとよいのではないかと思う。 

 

６．その他参考事項 

 ・かけこみあいちの総会（2月 14 日）において、会員に対し、フィリピン視察旅行

の報告を行った。総会の案内にこの報告を入れたため、総会参加者が例年にな

く多かった。 

 ・名古屋市は 09 年度通訳対応をＤＶ対策事業として予算化している。 

















外国籍女性の自立支援ワークショップ資料 

 

外国籍DV被害者支援についてのアンケート（2008年 10月実施） 

 

アンケートの目的：行政において外国籍女性支援がどのようにされているのか、実情及び

問題点把握のため 

アンケート送付先：県内市町村DV担当窓口99件（3５市２４町） 

         ※DV 担当窓口は市によっては単身女性と母子対応とで違う場合もあ

るので、個別窓口にアンケートを送付 

 

回答：66通/９９通郵送中  （2008.11.4 時点） 

 

１． 外国籍DV被害者からの相談を受けたことがありますか？ 

ある 2５市 7町（33） 

件数（年間）春日井市（２６件）豊橋市、豊田市、一宮市、稲沢市、西尾市 

      名古屋市（中区、港区、東区、熱田区、千種区） 

   国籍（ﾌｨﾘﾋﾟﾝ、ﾌﾞﾗｼﾞﾙ、中国、ペルー、インドネシア、ベトナム、韓国、

台湾、タイ） 

 

２． １の相談の際に通訳対応についてお聞きします。 

   通訳を利用した場合は、以下にお答えください 

役所における対応可能言語とその雇用形態についてお答えください。 

対応言語と雇用状況についてもお答えください。（正規・嘱託・ボランティア） 

例 中国語（週に1回水曜日10時～16時/契約職員） 

 

→ポルトガル語 8市１町村（豊橋、刈谷、豊田、西尾、小牧、知立、豊明、三好町 

 スペイン語  4 市（豊橋、豊田、西尾、小牧） 

英語     ５市（豊橋、刈谷、西尾、小牧、知多） 

中国語    1 市（西尾） 

→雇用形態 嘱託がほとんど。 

      月～金で毎日というところも多い。 

通訳対応をしなかった理由 

   ・通訳制度がない        6 

   ・相談者が通訳者を同行 15 

・ 相談者が日本語が上手 7 

・ その他 ある程度日本語が理解できた。 



      子どもが日本語を話す 

      片言の日本語を話す 

 

３． 対応についてお聞きします。 

どこにつなぎましたが？（複数回答）つないだ理由についてもお書きください 

同市国際交流協会（通訳対応/同国人のサークルを紹介） 

愛知県多文化ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ（日本語が話せない方のためのソーシャルワーク/通訳兼離

婚調停のサポート要請/タガログ語で相談に乗ってもらうため/本人の意思確認と問

題整理が必要なため） 

愛知県女性相談センター（一時保護の必要性/専門相談員、通訳対応） 

警察（身の安全確保/緊急性/捜索願の取り下げ願い/被害の状況証拠/被害届） 

民間団体 FMC、ＦＩＣＡＰ愛知（タガログ語ができる、専門的な知識がある） 

     共の会、カラカサン、かけこみあいち（外国籍支援情報提供、調停時通

訳同行依頼） 

     KASAPI（フィリピン人支援の際タガログ語で相談できる） 

     のわみ相談所（相談者に住居や仕事を提供できる） 

その他の機関 入国管理局外国人在留総合インフォメーションセンター名古屋 

       （手続の確認のため） 

       法テラス（扶助利用）/日本メディカル総研究（当事者の情報による） 

       他県女性センター（広域支援） 

児童相談所/病院/領事館（パスポートの申請） 

対応について 

 望ましい（当事者の意向をふまえての対応ができた/社会資源の活用ができた/領

事館補佐官によるパスポート作成手配や帰国のための支援） 

 不十分（意思疎通が図れていない/通訳者がいることでもう少し支援ができたので

はないか/各々の機関で説明を受けるが当事者が十分理解できていると

思えない/理解度の確認が不明。優しい言葉でのコミュニケーションなの

で制度の詳細が伝わったか不明） 

    

４． 外国籍対応で困ったことについてお聞きします 

言語対応ができない 

（表面的なことは理解できても真意がつかみきれない/価値観の違い。一方的な主張

をされることが多い 

在留資格等についての情報が無い 

その他（他国の離婚についての情報不足/当事者の希望と支援の折り合いがつかない 

    /生活保護対応が外国人登録地の自治体での対応/パスポートがない/オー



バーステイのため福祉的支援が受けられない/登録地での保護対応が困難/

自立の場合就労、アパート探しが困難/日常会話はできても細かい心理や法

律用語などの理解には母国語による支援が必要/） 

 

５． 愛知県男女共同参画室が作成した外国籍DV被害者のための啓発資料（外国版啓発

カード）を知っていますか？ 

知っている   知らない 

 

どこに設置していますか？ 設置している場所をお書きください。 

例えば、役所相談窓口、役所広報棚など 

→役所女性トイレ/国際交流ルーム/外国人の多い保育園/ 

 

６． 愛知県配偶者からの暴力相談支援センター（愛知県女性相談センター）作成の DV

相談マニュアルについて 

活用している  活用しているとの回答が多い。 

→対応についての確認のため/連絡先を知りたい 

 県のものを参考に市独自のマニュアルを作成している 

活用していない  

→充分に熟知しているため（１）/通常的・常識的な内容であえて参考にするほどの

ものではない（１） 

→事例が無いため（３）/対象なし（１）/マニュアルの存在は知っているが当団に 

は配布されていない（国際交流協会） 

 

７． 支援の現場において外国籍支援について必要だと思われるものに丸をつけてくださ

い（複数可） 

・多言語によるDVチェックリスト及び被害当事者のための多言語によるDV支援

解説書 

→神奈川県ではフィリピン籍DV被害者のためにタガログ語によるDVチェック

リストとDV防止法など公的対応について説明書を用意して対応に当たっていま

す。残念ながら愛知県ではこういったものはまだありません。   

・ 通訳対応 

→必要とする言語（タガログ語/ポルトガル語/中国語/英語/スペイン語） 

→フィリピン籍の住民が多いため、タガログ語通訳の必要性が今後出てくる 

→市町村よりも県の女性センターに常駐の通訳配置を望む。母子生活支援施設

への通訳派遣制度の充実 

・ 研修  



必要だと思う研修内容  

→DVについての理解   

→在留資格/子の国籍の問題/入管との対処法 

・ その他 

→当事者の出身国の離婚手続 

→各国の文化的背景、結婚観について/在留しなくてはならないバックグラウン  

ド 

→外国人の就労情報、生活案内、日本語教室の情報、外国人の文化、習慣 

 

    







私たちは民間のＤＶ被害女性の支援団体です。ＤＶ被害者の中には外国籍の女性たちも

多く、その数は増え続けています。私たちはこれまでの支援の経験から、とりわけ行政の

外国籍女性の支援体制が立ち遅れていることを実感しています。民間団体と行政が連携し

て、ＤＶをはじめ外国籍女性がかかえる問題に対応できるようにするために、まずこの問

題について調査をし、よりよい体制づくりにつなげたいと考えています。この調査は愛知

県の委託事業の一部です。よろしくご協力ください。 

We are members of NPO (non-profit organization) working for DV women 

victims.  In our experience of support of the victims we’ve realized in public 

sector very few measures have been taken so far for migrant women even 

though number of those women is increasing.  We are conducting this interview  

with a view to building up a system which can accept problems they face such as 

DV in collaboration with local governments.  This is a part of project consigned 

from Aichi prefectural government.  Thank you for your cooperation. 

 

質問
しつもん

 Questions 

 

1 日本
に ほ ん

に来た
き た

とき When you first came to Japan

・ 日本
にほ ん

に来
き

たのはいつですか？  When did you come to Japan? 

・ 日本
にほん

に来
く

ることになった理由
りゆう

（結婚
けっこん

、仕事
しごと

など）を簡単
かんたん

におしえてください。

What brought you to Japan? To marry a Japanese or to work, etc.? 

・ その時
とき

、日本
にほん

での生活
せいかつ

にどんな希望
きぼう

や夢
ゆめ

をいだいていましたか？  What 

did you expect for your new life in Japan? 

 

 

2 施設
し せ つ

に入
はい

るまで住
す

んでいた家
いえ

を出
で

るとき  

When you left the house you’d lived before you moved to this 

institution  

・ なぜ施設
しせつ

に入
はい

ることになったのですか（ＤＶ、離婚
りこん

など）？  What was the 

reason to become a resident of this place? (DV. Divorce, etc.?) 



・ それまで住
す

んでいた家
いえ

を出
で

ると決心
けっしん

したとき、まずだれに相談
そうだん

しましたか？  

Who did you consult with first when you decided to leave your 

house? 

・ 母子
ぼ し

のための施設
しせつ

があることは誰
だれ

から聞
き

きましたか？  Who gave you 

information about institutions for single mothers? 

・ 市
し

役所
やくしょ

（区
く

役所
やくしょ

、町
まち

役場
やく ば

など）で相談
そうだん

をしたとき、一番
いちばん

困
こま

ったことは何
なに

です

か？ また、よかったことは何
なに

ですか？   When you went to local 

government office for help, what worries you most and what made 

you feel better? 

・ 通訳
つうやく

はいましたか？  Was a translator provided at the time of 

consultation? 

・ この施設
しせつ

に入
はい

る前
まえ

に、シェルター（緊急
きんきゅう

一時
いち じ

保護所
ほ ご し ょ

）を利用
りよう

しましたか？  

Did you spend some time in an emergency shelter before you moved 

to this institution? 

・ どの県
けん

のシェルターでしたか？  Which prefectural shelter was it? 

Aichi-
－

ken or other prefectures? 

・ シェルターにいる間
あいだ

に困
こま

ったことがありましたか？  Did you have any 

troubles while you were in the shelter? 

・ 言葉
ことば

の問題
もんだい

で困
こま

ったことはありましたか？困
こま

ったことについて通訳
つうやく

を介
かい

し

て相談
そうだん

することができましたか？  Did you have any problems in 

communicating with others?  Did you have a chance to consult 

about them with the staff of the shelter through translators? 

 

 

３ 今
いま

の施設
し せ つ

での生活
せいかつ

について  Your life in this institution 

・ 今
いま

、働
はたら

いていますか？ どんな仕事
しごと

ですか？  Are you working now?  

What type of job do you have? 

・ 仕事
しごと

に就
つ

くまでの間
あいだ

、困
こま

ったことをおしえてください。What troubled you 

while you were unemployed? 

・ 子ども
こ ど も

の保育
ほいく

園
えん

、学校
がっこう

のことで一番
いちばん

困
こま

っていることは何
なん

ですか？  What 



worries you most regarding your son/daughter’s nursery school or 

education? 

・ 生活
せいかつ

保護
ほ ご

は受
う

けていますか？  Are you on welfare? 

 

 

4 離婚
り こ ん

手続
てつづき

について  Divorce proceedings

・ 日本
にほん

の裁判所
さいばんしょ

で調停
ちょうてい

や裁判
さいばん

をすることについて、不安
ふあん

でしたか？ Did you 

feel insecure about applying divorce mediation or filing a case in 

Japan? 

・ 弁護士
べ ん ご し

を頼
たの

むことについて、十分
じゅうぶん

な情報
じょうほう

やアドバイスがもらえましたか？  

Were you able to get enough advice or information about hiring a 

lawyer for your divorce proceedings? 

・ 弁護士
べ ん ご し

を頼
たの

んだとき、日本
にほん

の裁判所
さいばんしょ

の手続
てつづき

について十分
じゅうぶん

な説明
せつめい

を受
う

けまし

たか？ 通訳
つうやく

はいましたか？  When you hired a lawyer did he/she 

explain Japanese court system?  Did anyone translate it for you? 

 

 

５ DV防止法
ぼうしほ う

について  DV Prevention Law 

・ 日本
にほん

にこの法律
ほうりつ

があることは知
し

っていましたか？ 何
なに

で知
し

りましたか？  

Do you know we have this law in Japan?  How did you know it? 

・ 保護
ほ ご

命令
めいれい

の申請
しんせい

をしましたか？  Did you apply for Protection Order? 

・ 申請
しんせい

をする前
まえ

に、弁護士
べ ん ご し

やシェルター職員
しょくいん

などから十分
じゅうぶん

な説明
せつめい

を受けまし

たか？  Did you get enough information on the order from your 

lawyer or shelter staff before applying? 

・ 命令
めいれい

を出
だ

してもらってよかったと思
おも

いますか？ Were you grateful for the 

order? 

 

 

６ これから先
さき

のことについて Your future 

・ 今
いま

一番
いちばん

困
こま

っていることは何
なん

ですか？ （子
こ

どものこと、仕事
しごと

のこと、住
す

まい



のこと、施設内
しせつない

でのことなど）What troubles you most at the moment  

in relation to your child/ren, work, housing or this institution? )  

・ 将来
しょうらい

の夢
ゆめ

は何
なん

ですか？ What is your dream for the future? 

 

 

ご協 力
きょうりょく

ありがとうございました。Thank you for your time!  



           ２００８年１０月２日 

DV 被害者相談担当者 様 

      名古屋大津町郵便局留 

        かけこみ女性センターあいち 

         電話・FAX 052-853-4479 

 

アンケートへのご回答のお願い 

 

 突然、書面にてのお願い、失礼いたします。 

 私どもは、愛知県より委託を受け、「平成２０年度多文化共生社会づくり推進事業」の一環として、

「外国籍女性の自立支援ワークショップ」を主催する民間団体「かけこみ女性センターあいち」と申

します。１９９６年東海地区ではじめての DV（ドメスティック・バイオレンス―夫・恋人からの暴力）被

害者支援のための緊急一時避難所=シェルターを開設し、以後、日常的に電話相談、緊急一時保

護（愛知県より保護委託）、生活再建、自立支援、行政・法的手続き同行支援など多岐にわたった

活動を展開しています。 

外国籍住民の定住化が進む中で、外国籍の DV 被害女性支援に関わることが増えてきました。

DV 被害者に関する国の法律（DV 防止法）や愛知県の被害者支援のための基本計画にも外国籍

支援について明文化されておりますが、行政において外国籍女性支援がどのようになされている

のか、民間の支援現場にいる私どもには、なかなか見えてきません。民間団体と行政が連携して、

DV をはじめ外国籍女性が抱える問題に対応できるようにするためには、実情及び問題点を把握し

たいと考え、今回DV被害者対応窓口のみなさまにアンケートをとらせていただくことにしました。ア

ンケートの結果は、11 月上旬予定の外国籍支援のためのワークショップで使わせていただく予定

です。同封の封筒あるいは FAX にて１０月末日までにご回答いただきますようお願いいたします。 

 お忙しいとは存じますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

外国籍 DV被害者支援についてのアンケート 

 

１． 外国籍DV被害者から相談を受けたことがありますか？ 

 

ある  年間（    ）件  

    国籍（                                               ） 

    ※対応件数の多い順にお書きください 

    

なし 

 

２． １の相談の際の通訳対応についてお聞きします。 

   ●通訳を利用した場合は、以下にお答えください 

   役所における対応可能言語とその雇用形態についてお答えください 

   対応言語と雇用状況についてもお答えください。（正規・嘱託・ボランティア） 



例 中国語（週に 1回水曜日 10 時～16 時/契約職員） 

      語（雇用形態               

      語（雇用形態 

      語（雇用形態 

      語（雇用形態 

 

   ●通訳対応をしなかった理由 

   ・通訳制度がない 

   ・相談者が通訳者を同行 

   ・相談者は日本語が上手 

   ・その他（                                                   ） 

 

 

３． 相談者（外国籍）がかかえる問題への対応についてお聞きします。 

●他機関につなぐ、情報提供として機関を紹介した場合について、機関を選択し（複数回

答）つないだ理由についてもお書きください（複数回答） 

 

・同自治体国際交流協会（理由                                      ） 

・愛知県多文化ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ（理由                                           ） 

・愛知県女性相談センター（理由                                             ） 

・警察（理由                                                              ） 

・民間団体 名称（              ） 

        理由（                                           ） 

その他の機関 名称 （                                        ） 

          理由 (                                         ) 

     ※複数ある場合は、以下にお書きください 

 

     ●対応について 

     ・対応が望ましいものだったと思う 

      理由（                                                  ） 

     ・不十分だと思う 

      理由 （                                                 ） 

 

４． 外国籍対応で困ったことについてお聞きします 

・言語対応ができない 

・在留資格等についての情報が無い 

・その他（                                                 ） 

 

 



５． 愛知県男女共同参画室が作成した外国籍DV被害者のための啓発資料 

（外国版啓発カード）を知っていますか？ 

・知っている    ・知らない 

●どこに設置していますか？ 設置している場所をお書きください。 

例えば、役所相談窓口、役所広報棚など 

（                                                     ） 

 

６． 愛知県配偶者からの暴力相談支援センター（愛知県女性相談センター）作成の DV 相談

マニュアルについて 

・活用している   

・活用していない  

理由 （                                                           ） 

 

７． 支援の現場において外国籍支援について必要だと思われるものに丸をつけてください

（複数可） 

・多言語による DVチェックリスト及び被害当事者のための多言語による DV支援解説書 

→神奈川県ではフィリピン籍DV被害者のためにタガログ語によるDVチェックリストとDV

防止法など公的対応について説明書を用意して対応に当たっています。残念ながら愛

知県ではこういったものはまだありません。 

・ 通訳対応 

→必要とする言語（ 

・ 研修  

必要だと思う研修内容  

→DV についての理解  在留資格  

 その他（                                             ） 

 

 

８． アンケートにご協力どうもありがとうございました。 

     お書きいただいた内容について問合せをさせていただく場合がありますので、記入された 

方及び連絡先を以下にお願いします。 

担当部署                   担当者                         

連絡先 電話                 FAX                          

 

最後に、このアンケートへの感想ご意見等あれば、以下にお書きください。 

 



2008 年 10 月 2 日 

 

各区女性福祉相談員のみなさまへ 

 

〒460-0002 名古屋大津町郵便局留 

かけこみ女性センターあいち 

電話/FAX 052-853-4479 

 

アンケートの補足 

 

２の通訳対応についてですが、以下にお書きください。 

 

●名古屋国際センターのトリオフォンについて 

 

 ・利用したことがある（言語；                          ） 

  利用してみてどうでしたか？よろしければ以下に具体的にお書きください。 

    

 

 

 ・利用したことがない 

  その理由： 

 

 

 

 

●トリオフォン以外で国際センターの多言語スタッフを通訳対応で利用したことがあります

か？ 

 

 ・利用したことがある（言語：                           ） 

  利用してみてどうでしたか？よろしければ以下に具体的にお書きください。 

 

 

 

 ・利用したことがない 

  その利用： 

 

 
 
 

●日々の業務において、通訳対応についてのご意見等あれば以下にお書きください。 

 

 

 

  

 

 
















